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2010 年 3 月 8 日 

 

お客様各位 

協和海運株式会社 

定期船部 

 

 

PAPUA NEW GUINEAPAPUA NEW GUINEAPAPUA NEW GUINEAPAPUA NEW GUINEA 向向向向けけけけ    

CONTAINER EQUIPMENT HANDLING CHARGECONTAINER EQUIPMENT HANDLING CHARGECONTAINER EQUIPMENT HANDLING CHARGECONTAINER EQUIPMENT HANDLING CHARGE 導入導入導入導入ののののおおおお知知知知らせらせらせらせ    

    
    

拝啓 貴社ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上

げます。 

 

さて、昨今の港湾規定の見直しおよび港湾施設の整備事業の一環として PNG 港湾当局は、LAE 港

および PORT MORESBY 港の埠頭内での空コンテナの保管およびお客様への受け渡しの禁止を決定

いたしました。この決定により、各船会社は空コンテナの搬出入や洗浄・保管等の作業の全てを港湾外

の保管場所にて行うことを余儀なくされております。しかしながら、場所・設備の不足によるコンテナヤー

ド及び設備の使用料の高騰は甚だしく、今後も定期サービスを継続する上で非常に厳しい状況となって

おります。 

 

つきましては、新規に下記チャージを導入いたしたく、お客様のご理解とご協力を賜りますよう、何卒

宜しくお願い申し上げます。 

敬具 

 

 

記 

 
1. 名称  ：CONTAINER EQUIPMENT HANDLING CHARGE 
2. 適用航路 ：PARADISE SERVICE / PAPUA NEW GUINEA 航路 
3. 対象貨物 ：LAE 及び PORT MORESBY 向けの全てコンテナ貨物 
4. レート  ：PGK 350 / 20'Container 
    PGK 560 / 40’Container 
5. 適用開始本船 ：M/V”Kyowa Orchid”v.10 (2010 年 3 月 10 日長府入港予定)  

 
 

 

 

ご不明な点、ご質問等ございましたら、協和海運株式会社 定期船部（03-5510-1992）までお問合せ

下さい。 

  

今後とも変わらぬご愛顧を賜りますよう、何卒宜しくお願い申し上げます。 

 
 

以上 


